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議第３５号 

   橿原市の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部改正について 

 橿原市の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

   平成２９年６月１２日提出 

橿原市長 森下 豊    

   橿原市の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

 橿原市の一般職の職員の退職手当に関する条例（昭和３１年橿原市条例第２７号）の一

部を次のように改正する。 

 第１０条第８項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を

加える。 

（２）その者が次のいずれかに該当する場合 

  ア 特定退職者であって、雇用保険法第２４条の２第１項各号に掲げる者に相当する

者として規則で定める者のいずれかに該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基

準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法（昭和２２年法律第１４１

号）第４条第４項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの 

  イ 雇用保険法第２２条第２項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困

難な者であって、同法第２４条の２第１項第２号に掲げる者に相当する者として規

則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を

促進するために必要な職業安定法第４条第４項に規定する職業指導を行うことが適

当であると認めたもの 

 第１０条第９項第５号中「公共職業安定所の」を「公共職業安定所、職業安定法第４条

第８項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第１８条の２に規定する職業紹介事業者

の」に改める。 

 附則に次の１項を加える。 

７ 平成３４年３月３１日以前に退職した職員に対する第１０条第８項の規定の適用につ

いては、同項中「第２８条まで」とあるのは「第２８条まで及び附則第５条」と、同項

第２号中「イ 雇用保険法第２２条第２項に規定する厚生労働省令で定める理由により

就職が困難な者であって、同法第２４条の２第１項第２号に掲げる者に相当する者とし

て規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を
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促進するために必要な職業安定法第４条第４項に規定する職業指導を行うことが適当で

あると認めたもの」とあるのは 

 「 イ 雇用保険法第２２条第２項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職 

が困難な者であって、同法第２４条の２第１項第２号に掲げる者に相当する者 

として規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導基準に照ら 

して再就職を促進するために必要な職業安定法第４条第４項に規定する職業指 

導を行うことが適当であると認めたもの 

   ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第５条第１項に規定する地域内に居住 

し、かつ、市長が同法第２４条の２第１項に規定する指導基準に照らして再就 

職を促進するために必要な職業安定法第４条第４項に規定する職業指導を行う 

ことが適当であると認めたもの（アに掲げる者を除く。）          」 

 とする。 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１０条第９項第５号の改正規定

及び附則第３条の規定は、平成３０年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 この条例による改正後の橿原市の一般職の職員の退職手当に関する条例（以下こ

の条及び次条において「新条例」という。）第１０条第８項（第２号に係る部分に限り、

新条例附則第７項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定は、退職職員

（退職した橿原市の一般職の職員の退職手当に関する条例第２条に規定する職員をいう。

次条において同じ。）であって橿原市の一般職の職員の退職手当に関する条例第１０条

第１項第２号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同

項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）の規

定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分

の同条第３項の退職手当の支給を受け終わった日が施行日以後であるものについて適用

する。 

第３条 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第１４号）

第４条の規定による改正後の職業安定法（昭和２２年法律第１４１号。以下この条にお

いて「改正後職業安定法」という。）第４条第８項に規定する特定地方公共団体又は改
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正後職業安定法第１８条の２に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたもの

に対する新条例第１０条第９項（第５号に係る部分に限り、橿原市の一般職の職員の退

職手当に関する条例第１０条第１３項において準用する場合を含む。）の規定は、当該

退職職員が当該紹介により職業に就いた日が附則第１条ただし書に規定する規定の施行

の日以後である場合について適用する。 

 

 

理由 雇用保険法の一部改正により、失業給付の給付内容等の見直しが行われたため、所

要の改正を行うもの 



 



 

議第３６号 

   橿原市税条例の一部改正について 

 橿原市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   平成２９年６月１２日提出 

橿原市長 森下 豊    

   橿原市税条例の一部を改正する条例 

 橿原市税条例（昭和３１年橿原市条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

 第３２条各号中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める。 

 附則第２条の５第１項中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成３１年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 この条例による改正後の橿原市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、平

成３１年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成３０年度分までの個人の

市民税については、なお従前の例による。 

 

理由 地方税法等の一部改正により、配偶者控除等の見直しが行われたため、所要の改正

を行うもの 
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議第３７号 

   橿原市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

 橿原市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   平成２９年６月１２日提出 

橿原市長 森下 豊    

   橿原市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 橿原市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年橿原市条例第９号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第５条第２項第１号中「にあっては」を「には」に、「によって」を「により」に改め、

同項第２号中「にあっては」を「には」に改め、同条第３項中「によって」を「により」

に、「４３３円」を「３３３円」に改め、「第２号」の次に「に該当する扶養親族について

は１人につき２６７円（非常勤消防団員等に第１号に該当する者がない場合には、そのう

ち１人については３３３円）を、第３号」を加え、「第５号」を「第６号」に、「掲げる者」

を「該当する者及び第２号に該当する扶養親族」に、「にあっては」を「には」に、「３６

７円」を「３００円」に改め、同項第２号中「及び孫」を削り、同項中第５号を第６号と

し、第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

（３）２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある孫 

 第５条第４項中「満１５歳」を「１５歳」に、「満２２歳」を「２２歳」に改め、「以下」

の次に「この項において」を加える。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、改正後の橿原市消防団員等公務災害補償条例（以

下「新条例」という。）第５条第３項の規定のうち同項第２号に規定する扶養親族があ

る非常勤消防団員等（同項第１号に該当する者があるものに限る。）の補償基礎額の加

算額の規定については、平成２９年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ 新条例第５条第３項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に

支給すべき事由の生じた橿原市消防団員等公務災害補償条例第５条第１項に規定する

損害補償（以下「損害補償」という。）及び施行日前に支給すべき事由の生じた施行日

以後の期間に係る傷病補償年金等（同条例第４条第３号に規定する傷病補償年金、同条
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第４号アに規定する障害補償年金及び同条第６号アに規定する遺族補償年金をいう。以

下同じ。）について適用し、施行日前に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年

金等を除く。）及び施行日前に支給すべき事由の生じた施行日前の期間に係る傷病補償

年金等については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定に関わらず、新条例第５条第３項の規定のうち同項第２号に規定する扶養

親族がある非常勤消防団員等（同項第１号に該当する者があるものに限る。）の規定は、

当該規定の適用の日（以下「適用日」という。）以後に支給すべき事由の生じた損害補

償及び適用日前に支給すべき事由の生じた適用日以後の期間に係る傷病補償年金等に

ついて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年金等を除く。）

及び適用日前に支給すべき事由の生じた適用日前の期間に係る傷病補償年金等につい

ては、なお従前の例による。 

４ 改正前の橿原市消防団員等公務災害補償条例（以下「旧条例」という。）第５条第３項

の規定に基づき、適用日から施行日の前日までの間に、新条例第５条第３項第２号に規

定する扶養親族がある非常勤消防団員等（同項第１号に該当する者があるものに限る。）

に支給された旧条例の規定に基づく損害補償は、新条例による損害補償の内払とみなす。 

 

 

理由 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正により、非常勤消

防団員等に対する損害補償に係る補償基礎額の扶養親族加算額について改正を行うも

の 



議第３８号 

   橿原市国民健康保険税条例の一部改正について 

 橿原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   平成２９年６月１２日提出 

橿原市長 森下 豊    

   橿原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 橿原市国民健康保険税条例（昭和３１年橿原市条例第４９号）の一部を次のように改正

する。 

 第２０条第２号中「２６５，０００円」を「２７０，０００円」に改め、同条第３号中 

「４８０，０００円」を「４９０，０００円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の橿原市国民健康保険税条例の規定は、平成２９年度以後の年

度分の国民健康保険税について適用し、平成２８年度分までの国民健康保険税について

は、なお従前の例による。 

 

 

理由 地方税法施行令の一部改正により、国民健康保険税の軽減の見直しが行われたため、

軽減判定所得の基準額について改正を行うもの 
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議第３９号 

   橿原市営住宅条例の一部改正について 

 橿原市営住宅条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   平成２９年６月１２日提出 

橿原市長 森下 豊    

   橿原市営住宅条例の一部を改正する条例 

 橿原市営住宅条例（平成９年橿原市条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第１項中「その他の市の区域内の適当な場所」を削る。 

 第６条第１項中「少なくとも」を削り、同条第２項第８号ア中「もの」を「者」に改め、

同条第３項を削る。 

 第８条の見出し中「及び決定」を削り、同条第２項及び第３項を削る。 

 第９条から第１１条までを次のように改める。 

（入居予定者の選考） 

第９条 前条の申込みをした者の数が入居させるべき戸数を超える場合においては、入居

させるべき者（以下「入居予定者」という。）の選考を、市長が定める公開抽選の方法

によって行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、２０歳未満の子を扶養している寡婦（夫）、引揚者、

炭鉱離職者、老人、心身障害者等で市長が定める要件を備えている者及び市長が定める

基準の収入を有する低額所得者で速やかに市営住宅に入居することを必要としている

者については、優先的に市営住宅を割り当てて選考し、入居予定者とすることができる。 

３ 市長は、前２項の規定により入居予定者を選考する場合において、入居予定者のほか

に順位を定めて必要と認める数の補欠入居予定者を定めるものとする。 

（資格審査等） 

第１０条 市長は、入居予定者が定まったときは、当該入居予定者が入居者資格を有して

いるかどうかの審査を行うものとする。 

２ 市長は、前項の審査により入居予定者が入居者資格を有していることを確認できなか

った場合又は入居の決定を受けた者（以下「入居決定者」という。）に対する入居の決

定を取り消した場合において、当該市営住宅に係る前条第３項の補欠入居予定者がある

ときは、順位に従い入居予定者を選考する。 

（入居の決定） 
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第１１条 市長は、前条第１項の審査により、入居者資格を有していることが確認された

入居予定者に対し、入居の決定を行い、入居可能日を通知するものとする。 

２ 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、

当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨

を通知しなければならない。 

第１２条の見出し中「住宅入居」を「入居」に改め、同条第１項第１号及び同条第３項

中「請書」を「契約書」に改め、同条第４項中「手続をしないとき」の次に「又は次項の

規定に従わなかったとき」を加え、同条第５項を削り、同条第６項中「前項」を「前条第

１項の規定」に改め、同項を同条第５項とする。 

第１６条第４項中「当該意見に理由があると認めるときは」を「必要があれば」に改め

る。 

第１８条第１項中「第１２条第５項」を「第１１条第１項」に改め、同条第２項中「指

定する日」の次に「までに」を加える。 

第４３条第１項中「厚生労働省令・国土交通省令」を「公営住宅法第４５条第１項の事

業等を定める省令」に改める。 

第４６条中「第１２条第５項」を「第１１条第１項」に改める。 

第５４条中「、第９条、第１１条」を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。 

 （橿原市改良住宅条例の一部改正） 

第２条 橿原市改良住宅条例（平成９年橿原市条例第１５号）の一部を次のように改正す

る。 

  第４条第３項中「第４条から第９条まで（第８条第３項を除く。）、及び第１１条並び

に第１２条」を「第４条から第１２条まで（第１１条第２項を除く。）」に改める。 

 

 

理由 市営住宅入居者の選考方法及び賃貸借契約の方式の見直しを行うため、所要の改正

を行うもの 



議第４０号 

   橿原市道路に設ける道路標識の寸法を定める条例の一部改正について 

 橿原市道路に設ける道路標識の寸法を定める条例の一部を改正する条例を次のように定

める。 

   平成２９年６月１２日提出 

橿原市長 森下 豊    

   橿原市道路に設ける道路標識の寸法を定める条例の一部を改正する条例 

 橿原市道路に設ける道路標識の寸法を定める条例（平成２４年橿原市条例第３９号）の

一部を次のように改正する。 

 別表中「１１８の４」を「１１８の５」に、「１１８の３」を「１１８の４」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

理由 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部改正により、案内標識の番号に

ついて改正を行うもの 

 



 


